
創業保証制度　選定フローチャート

固定金利がよい

事業者は⾧浜市で開業予定、または事業を行っている

事業者は女性である

事業者は

「認定特定創業支援等事業」の支援、準ずる支援等を受けたことがある

または

県内インキュベーション施設入居者

である

⾧浜市創業支援資金保証

・保証限度額：2,000万円

・金利：1.20％Y

（但し保証金額1千万円までは1.00%）

・保証料率：0.50％
（但し保証金額1千万円までは0.00%）

・保証期間：7年以内（据置１年）

事業者は

高島市、⾧浜市、米原市で開業予定、または事業を行っている

開業資金（北部振興枠）

・保証限度額：1,000万円

・金利：1.70％Y

・保証料率：0.70％

・保証期間：7年以内（据置1年）

開業資金（創業サポート枠）

・保証限度額：2,500万円

・金利：1.70％Y

・保証料率：0.50％
（一般保証：0.00～1.32％）

・保証期間：7年以内（据置1年）

開業資金（女性創業枠）

・保証限度額：1,000万円

・金利：1.70％Y

・保証料率：0.70％

・保証期間：7年以内（据置1年）

開業資金（創業枠）

・保証限度額：2,500万円

・金利：1.70％Y

・保証料率：1.00％
（一般保証：0.37～1.82％）

・保証期間：7年以内（据置1年）

創業関連保証

・保証限度額：3,500万円

・金利：金融機関所定

・保証料率：1.00％

・保証期間：10年以内（据置1年）
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スタートアップ創出促進保証適用可能（保証料0.2％上乗せによる経営者保証非徴求）

（法人の場合）経営者保証非徴求にて対応か

YES NO

スタートアップ創出促進保証制度

・保証限度額：3,500万円

・金利：金融機関所定

・保証料率：1.20％

・保証期間：10年以内（据置1年または3年）

大学連携信用保証料割引制度

適用可能

商工会・商工会議所連携

保証料割引制度適用可能

大学連携信用保証料割引制度

適用可能

市制度 県制度 国制度

各種創業制度

詳細はこちら

創業保証制度をご利用いただけるのは、

事業開始前

もしくは

事業開始後5年以内

（⾧浜市創業支援資金のみ3年以内）

の事業者様のみです！
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